
 

メゾン・ド・ボナリベの紹介 

メゾン・ド・ボナリベは障がい者向けの通過型グループホーム 

です。退院後やご家族と同居中の方が、一人暮らしに向け、 

その方に合ったサポートを一緒に考え、練習・準備をして 

いきます。 

居室はアパートの一室。すべての部屋にユニットバス、 

ＩＨコンロ （一口）、ベットフレーム、エアコン、防炎カーテンが 

付いています。その他の生活用品はご自分で好きなもの 

を用意してご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

建物は 3 階建てですが、 

メゾン・ド・ボナリベは 1 階のみで運営しております 

 

メゾン・ド・ボナリベのご案内 

共同生活援助  メゾン・ド・ボナリベ 

住        所  〒208-0013 

              東京都武蔵村山市大南 1-139-1 

                      グラドゥアーレⅡ 101 号室  

電 話  042(507)8273 

メ    ー   ル  maison-de@bonnearrivee.co.jp 

ア  ク セ  ス   

         西武拝島線 「武蔵砂川」  徒歩 20 分 

       立川バス  立川駅から「イオンモール行」 

「箱根ヶ崎駅東口行」 「武蔵村山市民会館行」 

乗車し「大南 1 丁目」 下車  徒歩 1 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループホームの利用を希望される方は 

お気軽にお問合せください。 

                         担当：大河原、中村 

 

 

 

メゾン・ド・ボナリベ

Bonne ａｒｒｉｖéｅ 

   アフリカで使うフランス語で、ようこそ！おかえり！ 

 という意味で使われます。 

    ようこそ！お帰り！と言われる場所ボナリベです       

 

 

株式会社ボナリベ 

共同生活援助事業所 

mailto:maison-de@bonnearrivee.co.jp


入居にかかる費用 

（退去時に残金を返金）

                 保 証 金                 100,000 円 

                 火災保険料                  34,500 円 （2 年分） 

 

                 家 賃                   40,000 円 （共益費含む） 

             ※ 原則自己負担なし 

                 夕 食 会                       300 円 （週 1 回×4） 

                 行事積立費                    4,000 円 （毎 月） 

                 光 熱 水 費                    実 費 

ご利用いただける主なサービス 

                  日 常 生 活 支 援 ・ 家 事 支 援                   

                  健 康 管 理 ・ 金 銭 管 理                   

                  服 薬 管 理                   

                  夕 食 提 供 （ 月 4 回 程 度 ）                   

                  行 政 関 係 他 各 種 手 続 き 支 援                   

                  各 種 相 談                   

                  日中活動に伴う関係機関との連携調整支援                   

                  緊急時の対応・地域交流支援・ご家族との連携                  

 

 

随時（電話で予約） 

 

入居申請書、アンケートシートにご記入しご提出ください 

 

試泊

随時（個別に面談を行わせていただきます） 

 

こちらからご連絡させていただきます 

 

書面にて契約させていただきます 

 

 

対象者 

                 １８歳以上の障害をお持ちの方（主に精神） 

                 医師の指示に従える方、医師と相談しグループホーム 

の入居許可を得られている方 

                 日中活動に通われている方、または通う予定のある方 

                 携帯電話が使える方 

（夜間帯は SNS ツールや電話での対応をします） 

                 共同生活におけるルールを理解し、守れる方 

                 住民票が都内の方 

                 その他に、障害福祉サービス 共同生活援助が支給され 

受給者証が交付されていることが必須になります 

受給者証をお持ちでない方は役所、相談支援事業所、 

地域活動支援センター等へご相談ください 

【定 員】     ７ 名 

【利用期限】  原則 ２年間 

（※支給が認められた場合に限り３年間） 

【スタッフ体制】 

管 理 者 ・・・1 名 

サービス管 理 責 任 者 ・・・1 名 

世 話 人 ・・・4 名（管理者・サビ管含む） 

生 活 支 援 員 ・・・1 名 

顧 問 医 ・・・1 名 


